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自
治
法
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二
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一
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四
、
本
会
議
の
事
務
局
職
員
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 
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議 
 

 

事 
 

 

日 
 

 

程 

  

小
値
賀
町
議
会
第
二
回
定
例
会 

 

平
成
二
十
年
六
月
二
十
日
（
金
曜
日
） 

 

午
前
九
時
三
十
分 

 

開 

議 

  

第 

一 
 

会
議
録
署
名
議
員
指
名
（ 

立
石
隆
教
議
員 

・ 

松
永
勇
治
議
員 

） 

第 

二 
 

議
案
第
三
七
号 

平
成
二
十
年
度
小
値
賀
町
国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
） 

第 

三 
 

議
案
第
三
八
号 
平
成
二
十
年
度
小
値
賀
町
老
人
保
健
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
） 

第 

四 
 

議
案
第
三
九
号 
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
（
柳
漁
港
地
域
水
産
物
供
給
基
盤
整
備
工
事
） 

第 

五 
 

議

案

第

五

号 

小
値
賀
町
出
生
祝
金
支
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案 

第 

六 
 

小
値
賀
町
農
業
委
員
会
委
員
の
推
薦
に
つ
い
て 

第 

七 
 

発

議

第

六

号 

教
育
予
算
の
充
実
、
次
期
教
職
員
定
数
改
善
と
未
来
を
担
う
子
ど
も
た
ち
の
教
育
を
守
る
義
務
教
育
費
国
庫
負

担
制
度
の
堅
持
を
求
め
る
意
見
書
案 

第 

八 
 

発

議

第

七

号 

漁
業
用
燃
油
価
格
の
高
騰
対
策
に
関
す
る
意
見
書
案 

第 

九 
 

総
務
文
教
厚
生
常
任
委
員
会
の
閉
会
中
の
継
続
調
査
（
審
査
）
に
つ
い
て 

第 

十 
 

産
業
建
設
常
任
委
員
会
の
閉
会
中
の
継
続
調
査
（
審
査
）
に
つ
い
て 

第
十
一 

 

広
報
常
任
委
員
会
の
閉
会
中
の
継
続
調
査
（
審
査
）
に
つ
い
て 

第
十
二 
 

議
会
運
営
委
員
会
の
閉
会
中
の
継
続
調
査
（
審
査
）
に
つ
い
て 

第
十
三 

 

議
員
派
遣
の
件
に
つ
い
て 
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午
前
九
時
三
十
分
開
議 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

た
だ
い
ま
の
出
席
議
員
は
、
十
名
で
す
。 

 

定
足
数
に
達
し
て
い
ま
す
の
で
、
こ
れ
か
ら
本
日
の
会
議
を
開
き
ま
す
。 

 

本
日
の
議
事
日
程
は
お
手
元
に
配
布
し
た
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。 

 

日
程
第
一
、
会
議
録
署
名
議
員
の
指
名
を
行
い
ま
す
。 

 

本
日
の
会
議
録
署
名
議
員
は
、
会
議
規
則
第
百
十
八
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
八
番
・
立
石
隆
教
議
員
、
九
番
・
松
永
勇
治
議
員
を
指
名
し
ま 

す
。 

 

日
程
第
二
、
議
案
第
三
七
号
、
平
成
二
十
年
度
小
値
賀
町
国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
を
議
題
と
し
ま
す
。 

 

本
案
に
つ
い
て
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

住

民

課

長 

住
民
課
長
（
中
川
一
也
） 

議
案
第
三
七
号
、
平
成
二
十
年
度
小
値
賀
町
国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
に
つ
い
て
ご
説

明
い
た
し
ま
す
。 

 

こ
の
た
び
の
補
正
は
、
第
一
条
に
示
す
と
お
り
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
四
千
四
百
十
一
万
六
千
円
を
追
加
し
、
予
算
総
額
を
五
億
八
千
七
百
四

十
九
万
三
千
円
に
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

補
正
の
内
容
は
、
歳
入
で
は
、
国
保
税
条
例
の
改
正
に
伴
う
保
険
税
の
補
正
、
繰
越
金
の
確
定
に
よ
る
補
正
、
歳
出
で
は
、
退
職
被
保
険
者
高

額
療
養
費
、
高
額
医
療
費
拠
出
金
、
保
険
財
政
共
同
安
定
化
事
業
拠
出
金
に
係
る
補
正
が
主
な
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

そ
れ
で
は
、
歳
入
歳
出
補
正
予
算
事
項
別
明
細
書
に
よ
り
、
歳
入
か
ら
順
次
ご
説
明
い
た
し
ま
す
。 

 

七
頁
を
お
開
き
く
だ
さ
い
。 

第
一
款
、
一
項
・
国
民
健
康
保
険
税
、
一
目
・
一
般
被
保
険
者
国
民
健
康
保
険
税
、
一
節
・
医
療
給
付
費
分
現
年
課
税
分
六
千
百
八
十
一
万
七

千
円
を
減
額
。
二
節
・
介
護
納
付
金
分
現
年
課
税
分
六
百
四
十
七
万
三
千
円
を
増
額
。
三
節
・
後
期
高
齢
者
支
援
金
分
現
年
課
税
分
五
十
四
万
一

千
円
を
増
額
。
二
目
・
退
職
被
保
険
者
等
国
民
健
康
保
険
税
、
一
節
・
医
療
給
付
費
分
現
年
課
税
分
百
九
十
七
万
八
千
円
を
減
額
。
二
節
・
介
護
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納
付
金
分
現
年
課
税
分
八
十
万
一
千
円
を
増
額
。
三
節
・
後
期
高
齢
者
支
援
金
分
現
年
課
税
分
五
十
五
万
二
千
円
を
減
額
し
、
一
項
・
国
民
健
康

保
険
税
の
補
正
後
の
額
を
九
千
二
百
七
十
万
五
千
円
と
い
た
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
平
成
二
十
年
度
国
保
運
営
協
議
会
の
答
申
を
受
け
、
決
定
し

た
税
率
を
基
に
算
定
し
て
お
り
ま
す
。 

第
三
款
・
国
庫
支
出
金
、
一
項
・
国
庫
負
担
金
、
二
目
・
療
養
給
付
費
等
負
担
金
、
一
節
・
現
年
度
分
一
千
百
八
万
七
千
円
を
減
額
、
三
目
、

一
節
・
高
額
医
療
費
共
同
事
業
負
担
金
百
二
十
四
万
七
千
円
を
増
額
し
、
国
庫
負
担
金
の
補
正
後
の
額
を
一
億
二
百
八
十
六
万
六
千
円
と
い
た
し

ま
し
た
。
二
項
・
国
庫
補
助
金
、
一
目
・
財
政
調
整
交
付
金
、
一
節
・
普
通
調
整
交
付
金
二
十
四
万
九
千
円
を
増
額
し
、
国
庫
補
助
金
の
補
正
後

の
額
を
四
千
九
百
五
十
二
万
九
千
円
と
い
た
し
ま
し
た
。 

第
四
款
、
一
項
、
一
目
・
療
養
給
付
費
交
付
金
、
一
節
・
現
年
度
分
九
百
一
万
二
千
円
を
増
額
し
、
補
正
後
の
療
養
給
付
費
交
付
金
の
額
を
二

千
六
百
万
七
千
円
と
い
た
し
ま
し
た
。 

第
五
款
、
一
項
、
一
目
・
前
期
高
齢
者
交
付
金
、
一
節
・
現
年
度
分
三
千
二
十
三
万
四
千
円
を
増
額
し
、
補
正
後
の
前
期
高
齢
者
交
付
金
の
額

を
一
億
一
千
三
百
五
十
四
万
円
と
い
た
し
ま
し
た
。 

第
六
款
・
県
支
出
金
、
一
項
・
県
負
担
金
、
一
目
、
一
節
・
高
額
医
療
費
共
同
事
業
負
担
金
百
二
十
四
万
七
千
円
を
増
額
し
、
補
正
後
の
県
負

担
金
の
額
を
五
百
八
万
七
千
円
と
い
た
し
ま
し
た
。
二
項
・
県
補
助
金
、
一
目
、
一
節
・
財
政
調
整
交
付
金
五
十
五
万
四
千
円
を
増
額
し
、
補
正

後
の
県
補
助
金
の
額
を
二
千
六
百
四
十
二
万
七
千
円
と
い
た
し
ま
し
た
。 

第
七
款
、
一
項
、
一
目
、
一
節
・
共
同
事
業
交
付
金
四
百
九
十
八
万
六
千
円
を
増
額
し
、
二
目
、
一
節
・
保
険
財
政
共
同
安
定
化
事
業
交
付
金 

一
千
百
三
十
七
万
四
千
円
を
増
額
し
、
共
同
事
業
交
付
金
の
額
を
九
千
十
二
万
九
千
円
と
い
た
し
ま
し
た
。 

第
十
款
、
一
項
・
繰
越
金
、
一
目
・
一
般
被
保
険
者
繰
越
金
、
一
節
・
前
年
度
繰
越
金
五
千
百
九
十
三
万
二
千
円
を
増
額
し
、
補
正
後
の
繰
越

金
の
額
を
五
千
五
百
九
十
三
万
三
千
円
と
い
た
し
ま
し
た
。 

第
十
二
款
・
連
合
会
支
出
金
、
一
項
、
一
目
、
一
節
・
連
合
会
補
助
金
は
、
国
保
モ
デ
ル
事
業
の
採
択
を
受
け
て
九
十
万
円
を
補
正
い
た
し
て

お
り
ま
す
。 

次
に
、
歳
出
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

第
一
款
・
総
務
費
、
一
項
・
総
務
管
理
費
、
一
目
・
一
般
管
理
費
、
十
一
節
・
需
用
費
六
万
三
千
円
の
増
額
は 

保
険
証
・
減
額
認
定
証
等
の

印
刷
製
本
費
で
ご
ざ
い
ま
す
。 
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第
二
款
・
保
険
給
付
費
、
一
項
・
療
養
諸
費
、
一
目
か
ら
四
目
ま
で
は
、
財
源
組
替
で
ご
ざ
い
ま
す
。
六
目
・
レ
セ
プ
ト
電
算
処
理
シ
ス
テ
ム

費
、
十
二
節
・
役
務
費
を
二
万
一
千
円
増
額
し
、
補
正
後
の
療
養
諸
費
の
額
を
三
億
一
千
七
百
三
十
四
万
五
千
円
と
い
た
し
ま
し
た
。
二
項
・
高

額
療
養
費
、
一
目
・
一
般
被
保
険
者
高
額
療
養
費
は
、
財
源
組
替
で
ご
ざ
い
ま
す
。
二
目
・
退
職
被
保
険
者
高
額
療
養
費
は
、
四
月
と
五
月
の
実

績
か
ら
必
要
額
を
見
込
ん
だ
も
の
で
、
六
百
万
円
を
補
正
し
、
補
正
後
の
高
額
療
養
費
の
額
を
三
千
六
百
九
十
九
万
三
千
円
と
い
た
し
ま
し
た
。

三
項
・
移
送
費
は
財
源
組
替
で
ご
ざ
い
ま
す
。
四
項
・
出
産
育
児
諸
費
、
一
目
・
出
産
育
児
一
時
金
、
十
九
節
・
負
担
金
補
助
及
び
交
付
金
を
百

四
十
万
円
増
額
し
、
補
正
後
の
出
産
育
児
諸
費
の
額
を
二
百
八
十
万
円
と
い
た
し
ま
し
た
。 

 

第
三
款
、
一
項
・
老
人
保
健
拠
出
金
、
一
目
・
老
人
保
健
医
療
費
拠
出
金
は
、
財
源
組
替
で
ご
ざ
い
ま
す
。
二
目
・
老
人
保
健
事
務
費
拠
出
金

は
、
二
万
八
千
円
を
減
額
し
、
補
正
後
の
老
人
保
健
拠
出
金
の
額
を
二
百
六
十
七
万
円
と
い
た
し
ま
し
た
。 

第
四
款
、
一
項
、
一
目
・
前
期
高
齢
者
納
付
金
は
、
十
九
節
・
負
担
金
補
助
及
び
交
付
金
六
万
一
千
円
を
減
額
し
、
補
正
後
の
前
期
高
齢
者
納

付
金
を
八
万
二
千
円
と
い
た
し
ま
し
た
。 

第
五
款
、
一
項
、
一
目
・
後
期
高
齢
者
支
援
金
、
十
九
節
・
負
担
金
補
助
及
び
交
付
金
を
百
七
十
八
万
円
補
正
し
、
補
正
後
の
後
期
高
齢
者
支

援
金
の
額
を
五
千
九
百
九
十
三
万
四
千
円
と
い
た
し
ま
し
た
。 

第
六
款
、
一
項
、
一
目
・
介
護
納
付
金
、
十
九
節
・
負
担
金
補
助
及
び
交
付
金
九
万
円
を
減
額
し
、
補
正
後
の
介
護
納
付
金
の
額
を
三
千
百
二

十
七
万
二
千
円
と
い
た
し
ま
し
た
。 

第
七
款
、
一
項
・
共
同
事
業
拠
出
金
、
一
目
・
高
額
医
療
費
拠
出
金
、
十
九
節
・
負
担
金
補
助
及
び
交
付
金
四
百
九
十
八
万
六
千
円
を
増
額
、

二
目
・
保
険
財
政
共
同
安
定
化
事
業
拠
出
金
、
十
九
節
・
負
担
金
補
助
及
び
交
付
金
一
千
百
三
十
七
万
四
千
円
を
増
額
し
、
補
正
後
の
共
同
事
業

拠
出
金
の
額
を
九
千
十
三
万
一
千
円
と
い
た
し
ま
し
た
。 

第
八
款
・
保
健
事
業
費
、
二
項
・
健
康
管
理
セ
ン
タ
ー
事
業
費
、
二
目
・
保
健
指
導
事
業
費
は
、
昨
年
に
引
き
続
き
、
循
環
器
系
疾
病
に
対
す

る
保
健
事
業
に
つ
い
て
、
国
保
モ
デ
ル
事
業
の
採
択
を
受
け
、
八
節
・
報
償
費
二
十
四
万
円
、
十
一
節
・
需
用
費
十
万
一
千
円
、
十
二
節
・
役
務

費
一
万
六
千
円
、
十
九
節
・
負
担
金
補
助
及
び
交
付
金
十
六
万
円
を
補
正
し
、
補
正
後
の
健
康
管
理
セ
ン
タ
ー
事
業
費
を
五
百
三
十
六
万
円
と
い

た
し
ま
し
た
。 

第
十
款
、
一
項
・
基
金
積
立
金
、
一
目
・
財
政
調
整
基
金
積
立
金
は
、
一
千
九
百
五
十
五
万
四
千
円
を
積
み
立
て
、
補
正
後
の
基
金
積
立
金
の

額
を
二
千
十
六
万
三
千
円
と
い
た
し
ま
し
た
。 
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第
十
三
款
、
一
項
、
一
目
・
予
備
費
を
百
四
十
万
円
減
額
し
、
補
正
後
の
予
備
費
の
総
額
を
三
百
四
十
七
万
二
千
円
と
い
た
し
ま
し
た
。 

以
上
、
補
正
予
算
の
概
要
を
説
明
い
た
し
ま
し
た
。 

ご
審
議
の
上
、
ご
承
認
賜
り
ま
す
よ
う
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

こ
れ
で
提
案
理
由
の
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
質
疑
を
行
い
ま
す
。 

 

第
一
表
『
歳
入
歳
出
予
算
補
正
』
に
つ
い
て
、
歳
入
か
ら
順
番
に
款
を
追
っ
て
ご
質
疑
願
い
ま
す
。 

 

第
一
款
・
国
民
健
康
保
険
税 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

土

川

議

員 

三
番
（
土
川
重
佳
） 
一
目
・
一
般
被
保
険
者
国
民
健
康
保
険
税
、
補
正
額
が
マ
イ
ナ
ス
五
千
四
百
八
十
万
三
千
円
と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
こ

れ
は
繰
越
金
の
額
の
決
定
と
と
も
に
、
国
保
連
合
会
が
考
え
て
国
民
健
康
保
険
納
税
者
の
軽
減
措
置
を
し
て
、
繰
越
金
を
普
通
は
積
立
金
に
持
っ

て
い
く
ん
で
し
ょ
う
け
ど
も
、
今
度
は
こ
の
よ
う
に
納
税
者
の
軽
減
措
置
を
緩
和
し
た
も
の
か
、
ち
ょ
っ
と
お
聞
き
い
た
し
ま
す
。 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

住

民

課

長 

住
民
課
長
（
中
川
一
也
） 

お
答
え
い
た
し
ま
す
。 

 

当
初
予
算
に
比
べ
ま
し
て
今
回
大
幅
に
保
険
税
が
減
額
補
正
に
な
っ
て
お
る
こ
と
に
対
し
て
の
、
ご
質
問
か
と
思
い
ま
す
が
、
議
員
の
お
っ
し

ゃ
る
と
お
り
、
今
回
、
十
九
年
度
の
予
算
で
繰
越
額
が
大
き
く
発
生
し
て
お
り
ま
す
。 

そ
れ
に
対
し
ま
し
て
、
予
算
の
措
置
と
し
て
は
、
そ
れ
を
財
政
調
整
基
金
に
積
み
立
て
る
と
い
う
方
法
も
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
今
回

の
補
正
予
算
に
お
き
ま
し
て
は
、
非
常
に
町
内
の
い
ろ
い
ろ
な
経
済
情
勢
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
も
加
味
し
ま
し
て
、
保
険
税
が
上
が
ら
な
い
方
向

で
と
い
う
こ
と
で
、
補
正
予
算
を
組
ま
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

ほ
か
に
質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

第
三
款
・
国
庫
支
出

金 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

第
四
款
・
療
養
給
付
費
交
付
金 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 
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議
長
（
横
山
弘
藏
） 

第
五
款
・
前
期
高
齢
者
交
付
金 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

第
六
款
・
県

支

出

金 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

第
七
款
・
共
同
事
業
交
付
金 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

松

永

議

員 

九
番
（
松
永
勇
治
） 

新
し
く
新
規
に
、
連
合
会
補
助
金
と
し
て
出
て
お
り
ま
す
が
、
『
国
保
モ
デ
ル
事
業
』
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
の
充
当

先
を
教
え
て
下
さ
い
。 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 
住

民

課

長 

住
民
課
長
（
中
川
一
也
） 
お
答
え
い
た
し
ま
す
。 

 

歳
出
の
、
十
二
頁
の
、
健
康
管
理
セ
ン
タ
ー
事
業
費
の
保
健
指
導
事
業
費
に
充
当
す
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
の
予
算
書
で
は
特
定
財
源

と
し
て
扱
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。 

 

後
ほ
ど
、
そ
の
辺
確
認
し
て
、
ま
た
ご
返
事
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

し
ば
ら
く
休
憩
し
ま
す
。 

― 

休 

憩 
 
 

午 

前 
 

九 

時 

四
十
四
分 

― 

― 

再 

開 
 
 

午 

前 
 

九 

時 

四
十
六
分 

― 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

再
開
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

松

永

議

員 

九
番
（
松
永
勇
治
） 

私
が
先
走
っ
て
「
十
二
款
」
に
走
っ
て
お
り
ま
し
た
。 

 

後
で
お
尋
ね
い
た
し
ま
す
。
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

第
七
款
・
共
同
事
業
交
付
金
、
ほ
か
に
質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 
 
 

浦

 

議

員 

五
番
（
浦 

英
明
） 

こ
の
七
款
の
、
共
同
事
業
交
付
金
、
後
で
ま
た
出
て
き
ま
す
け
ど
も
、
支
出
の
方
で
、
共
同
事
業
拠
出
金
で
す
か
ね
、
ま

っ
た
く
同
様
の
金
額
と
な
っ
て
お
り
ま
す
け
ど
も
、
こ
の
内
容
と
言
い
ま
す
か
、
こ
の
仕
組
み
に
つ
い
て
お
尋
ね
い
た
し
ま
す
。 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

住

民

課

長 

住
民
課
長
（
中
川
一
也
） 

お
答
え
い
た
し
ま
す
。 
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共
同
事
業
交
付
金
は
、
高
額
医
療
に
係
る
分
を
、
小
規
模
保
険
者
の
い
ろ
い
ろ
な
財
政
上
の
均
衡
と
言
う
か
、
安
定
を
保
つ
た
め
に
高
額
医
療

に
係
る
部
分
、
そ
れ
か
ら
新
し
く
十
九
年
度
か
ら
出
来
ま
し
た
保
険
財
政
共
同
安
定
化
事
業
の
二
つ
、
こ
れ
も
三
十
万
円
以
上
の
高
額
医
療
費
に

係
る
部
分
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
う
い
っ
た
も
の
を
保
険
者
間
で
い
っ
た
ん
拠
出
し
て
、
ま
た
そ
れ
を
交
付
す
る
と
い
う
形
に
す
る
こ
と
で
、
複

数
年
、
過
去
三
ヶ
年
程
度
の
医
療
費
に
つ
い
て
平
準
化
し
て
処
理
を
し
よ
う
と
す
る
、
そ
う
い
う
制
度
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
一
時
的
に
高
額
医
療

費
が
た
く
さ
ん
発
生
し
た
と
き
に
、
そ
の
保
険
者
が
非
常
に
財
政
的
に
行
き
詰
ら
な
い
よ
う
に
す
る
と
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
が
目
的
で
作
ら
れ
た

制
度
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 
浦

 

議

員 

五
番
（
浦 

英
明
） 
そ
の
高
額
医
療
に
つ
い
て
は
、
後
で
ま
た
質
問
い
た
し
ま
す
け
ど
も
、
た
だ
私
、
こ
れ
が
プ
ラ
ス
マ
イ
ナ
ス
「
ゼ
ロ
」
に

な
っ
て
お
り
ま
す
か
ら
、
歳
入
・
歳
出
合
わ
せ
て
で
す
ね
、
要
す
る
に
、
こ
れ
は
セ
ン
タ
ー
と
か
、
連
合
会
と
か
、
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、
何

て
言
い
ま
す
か
、
一
括
に
集
め
て
、
そ
し
て
そ
れ
を
預
か
っ
た
の
を
、
そ
の
ま
ま
支
出
に
出
す
と
い
う
ふ
う
な
関
係
で
、
「
パ
ー
パ
ー
、
ゼ
ロ
」

に
な
る
の
か
な
と
、
そ
こ
ら
辺
り
が
ち
ょ
っ
と
判
ら
な
か
っ
た
も
ん
で
、
お
聞
き
し
て
い
る
わ
け
な
ん
で
す
け
ど
も
…
、
は
い
。 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

住

民

課

長 

住
民
課
長
（
中
川
一
也
） 

お
答
え
い
た
し
ま
す
。 

 

実
際
の
額
が
で
す
ね
、
正
確
な
と
こ
ろ
が
判
ら
な
い
も
ん
で
す
か
ら
、
取
り
あ
え
ず
予
算
措
置
の
場
合
に
は
、
歳
入
・
歳
出
、
同
じ
よ
う
な
金

額
を
上
げ
る
と
い
う
形
に
、
そ
う
い
う
予
算
編
成
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

浦

 

議

員 

五
番
（
浦 

英
明
） 

そ
れ
は
も
う
そ
れ
で
結
構
で
す
。 

 

こ
の
高
額
医
療
に
つ
い
て
で
す
ね
、
ち
ょ
っ
と
お
尋
ね
し
ま
す
け
ど
も
、
早
く
言
え
ば
、
「
三
十
万
」
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
ま
し
た
け
ど
も
、

三
十
万
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て
、
八
万
を
超
え
る
部
分
の
合
算
額
の
「
百
分
の
五
九
」
相
当
額
と
い
う
ふ
う
な
算
出
基
準
が
あ
る
と
思
う
ん
で

す
け
ど
も
、
こ
の
内
容
を
お
聞
き
し
た
い
ん
で
す
ね
。 

 

例
え
ば
、
一
人
当
た
り
「
四
万
四
千
四
百
円
」
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
ね
、
そ
れ
を
超
え
た
場
合
は
、
こ
の
高
額
医
療
を
適
用
で
き
る
と
、
要

す
る
に
払
い
戻
し
で
き
る
と
、
そ
れ
以
上
に
な
っ
た
場
合
は
で
す
ね
。 

 

そ
し
て
、
も
う
一
つ
は
、
申
請
し
て
か
ら
確
か
二
ヶ
月
だ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
け
ど
も
、
そ
れ
く
ら
い
で
来
る
の
か
な
と
思
っ
た
も
ん
で
す
か
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ら
、
そ
の
二
つ
に
つ
い
て
お
尋
ね
を
い
た
し
ま
す
。 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

住

民

課

長 
住
民
課
長
（
中
川
一
也
） 

お
答
え
い
た
し
ま
す
。 

 

今
、
議
員
の
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
、
個
人
負
担
の
限
度
額
と
い
う
も
の
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
れ
も
所
得
に
応
じ
て
限
度
額
と
い
う
の
は
若
干

幾
つ
か
の
段
階
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
、
今
の
よ
う
な
算
式
で
計
算
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

 

お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
、
今
、
高
額
医
療
費
の
場
合
は
、
レ
セ
プ
ト
が
回
っ
て
き
ま
し
て
、
個
人
に
お
返
し
す
る
の
は
約
二
ヶ
月
ほ
ど
か
か
っ
て

お
り
ま
す
。 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 
ほ
か
に
質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

第
十
款
・
繰

入

金 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

第
十
二
款
・
連
合
会
支
出
金 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

松

永

議

員 

九
番
（
松
永
勇
治
） 

連
合
会
補
助
金
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
今
回
、
九
十
万
円
新
規
計
上
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

 

こ
れ
の
、
歳
出
の
充
当
先
を
お
尋
ね
い
た
し
ま
す
。 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

住

民

課

長 

住
民
課
長
（
中
川
一
也
） 

お
答
え
い
た
し
ま
す
。 

 

歳
出
は
、
十
二
頁
の
、
八
款
・
保
健
事
業
費
、
二
項
・
健
康
管
理
セ
ン
タ
ー
事
業
費
、
二
目
の
保
健
指
導
事
業
費
に
充
て
て
お
り
ま
す
が
、
特

定
財
源
扱
い
を
こ
の
予
算
書
で
は
し
て
お
り
ま
せ
ん
。 

 

過
去
、
二
年
間
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
り
の
で
、
そ
の
辺
ち
ょ
っ
と
確
認
を
し
て
、
所
謂
、
一
般
財
源
と
し
て
使
っ
て
い
る
も
の
か
ど
う
か
、

確
認
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

松

永

議

員 

九
番
（
松
永
勇
治
） 

補
助
金
で
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
は
一
般
財
源
扱
い
じ
ゃ
な
く
て
、
「
特
定
財
源
」
だ
と
私
は
感
じ
ま
す
が
、
ま
あ
そ
れ

が
本
当
か
ど
う
か
判
り
ま
せ
ん
の
で
、
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。 
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議
長
（
横
山
弘
藏
） 

ほ
か
に
質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

歳
出
に
移
り
ま
す
。 

 

第
一
款
・
総

務

費 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

第
二
款
・
保
険
給
付

費 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

松

永

議

員 

九
番
（
松
永
勇
治
） 
四
項
の
一
目
、
出
産
育
児
一
時
金
で
で
す
ね
、
今
回
、
百
四
十
万
補
正
さ
れ
ま
し
て
、
二
百
八
十
万
に
な
っ
て
お
り
ま
す

け
れ
ど
も
、
こ
の
中
身
で
す
ね
、
出
産
時
と
小
学
入
学
時
に
ど
の
く
ら
い
予
定
さ
れ
と
る
か
、
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

住

民

課

長 

住
民
課
長
（
中
川
一
也
） 

お
答
え
い
た
し
ま
す
。 

 

当
初
予
算
で
四
名
分
組
ん
で
お
り
ま
し
て
、
今
回
補
正
で
四
名
分
を
計
上
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

合
計
八
名
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

松

永

議

員 

九
番
（
松
永
勇
治
） 

そ
う
す
る
と
、
小
学
入
学
時
は
ち
ょ
っ
と
金
額
が
違
う
ん
で
す
け
れ
ど
、
こ
れ
は
こ
こ
の
中
に
は
含
ま
れ
と
ら
ん
ち
ゅ
う

こ
と
で
す
ね
。 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

住

民

課

長 

住
民
課
長
（
中
川
一
也
） 

お
答
え
い
た
し
ま
す
。 

 

国
保
会
計
に
お
け
る
保
険
給
付
費
の
方
は
、
産
科
で
子
ど
も
を
出
産
す
る
場
合
に
係
る
経
費
に
対
し
て
、
国
保
の
給
付
費
が
国
民
健
康
保
険
か

ら
給
付
が
行
わ
れ
る
分
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

ほ
か
に
質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

第
三
款
・
老
人
保
健
拠
出
金 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 
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議
長
（
横
山
弘
藏
） 

第
四
款
・
前
期
高
齢
者
納
付
金 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

第
五
款
・
後
期
高
齢
者
支
援
金 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

第
六
款
・
介
護
納
付

金 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 
第
七
款
・
共
同
事
業
拠
出
金 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

第
八
款
・
保
健
事
業

費 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

第
十
款
・
基
金
積
立

金 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

松

永

議

員 

九
番
（
松
永
勇
治
） 

財
政
調
整
基
金
は
、
運
営
財
源
と
し
て
財
政
状
況
を
勘
案
し
て
積
み
立
て
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

十
八
年
度
末
現
在
高
が
二
億
三
千
三
十
三
万
四
千
円
で
、
今
回
、
一
千
九
百
五
十
五
万
四
千
円
を
補
正
し
て
、
二
千
十
六
万
三
千
円
の
積
み
立
て

と
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
年
金
受
給
者
な
ど
、
医
療
に
か
か
る
負
担
が
増
加
し
て
大
変
困
っ
て
い
る
中
で
、
一
般
財
源
『
税
』
を
充
て
て
積
み
立

て
る
理
由
を
お
尋
ね
し
ま
す
。 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

住

民

課

長 

住
民
課
長
（
中
川
一
也
） 

お
答
え
い
た
し
ま
す
。 

 

基
金
の
保
有
残
高
は
、
十
九
年
度
末
で
一
億
六
千
二
百
四
十
万
三
千
八
百
五
十
五
円
で
ご
ざ
い
ま
す
。
十
九
年
度
中
の
基
金
の
取
り
崩
し
額
が

六
千
八
百
六
十
万
ほ
ど
取
り
崩
し
て
お
り
ま
す
。
非
常
に
十
九
年
度
に
大
き
く
取
り
崩
し
て
い
る
と
い
う
状
況
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
こ
の
ベ
ー
ス

で
い
く
と
、
三
年
ぐ
ら
い
で
基
金
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
中
に
あ
っ
て
、
ま
っ
た
く
積
ま
な
い
で
い
く
か
ど
う
か
と
い
う
話
に
な
っ
た
場

合
に
で
す
ね
、
そ
の
分
、
保
険
料
は
安
く
な
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
保
険
税
が
上
が
っ
た
り
・
下
が
っ
た
り
す
る
の
は
、
あ
ん
ま
り
住
民
に
対
し

て
如
何
な
も
の
か
と
…
。
大
体
上
が
ら
な
い
で
安
定
し
て
い
る
の
が
寧
ろ
望
ま
し
く
て
、
例
え
ば
、
非
常
に
厳
し
く
な
っ
た
か
ら
ボ
ス
ッ
と
上
げ

る
と
か
・
下
げ
る
と
か
、
非
常
に
ア
ッ
プ
ダ
ウ
ン
が
激
し
い
よ
り
も
、
現
状
維
持
よ
り
も
若
干
、
今
回
は
保
険
税
が
下
が
っ
て
い
る
わ
け
で
す
け
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れ
ど
も
、
そ
の
辺
を
考
え
た
場
合
に
、
こ
の
基
金
の
適
正
額
と
い
う
問
題
は
よ
く
議
論
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
が
、
幾
ら
か
積
み
戻
す
と
い
う

考
え
で
今
回
は
対
応
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

ほ
か
に
質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

第
十
三
款
・
予

備

費 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 
こ
れ
か
ら
歳
入
歳
出
全
般
に
つ
い
て
、
ご
質
疑
願
い
ま
す
。 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
質
疑
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
討
論
を
行
い
ま
す
。 

討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

し
ば
ら
く
休
憩
し
ま
す
。 

― 

休 

憩 
 
 

午 

前 
 

十 

時 
 

一 

分 

― 

― 

再 

開 
 
 

午 

前 
 

十 

時 
 

十
七
分 

― 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

再
開
し
ま
す
。 

住
民
課
長
か
ら
答
弁
保
留
が
あ
り
ま
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
答
弁
が
あ
り
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

 
 

住

民

課

長 

住
民
課
長
（
中
川
一
也
） 

先
ほ
ど
、
答
弁
を
保
留
し
て
い
た
件
に
つ
き
ま
し
て
、
ご
説
明
い
た
し
ま
す
。 

 

「
そ
の
他
の
特
定
財
源
」
と
す
る
べ
き
と
い
う
ふ
う
に
解
釈
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
た
だ
い
ま
、
訂
正
の
準
備
を
し
て
お
り
ま
す
。 

 

そ
う
い
う
こ
と
で
、
今
し
ば
ら
く
お
待
ち
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

し
ば
ら
く
休
憩
し
ま
す
。 

― 

休 

憩 
 
 

午 

前 
 

十 

時 
 

十
八
分 

― 
― 

再 

開 
 
 

午 

前 
 

十 

時 

三
十
六
分 

― 
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議
長
（
横
山
弘
藏
） 

再
開
し
ま
す
。 

 
た
だ
い
ま
、
資
料
の
差
し
替
え
を
、
町
長
よ
り
提
出
さ
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
に
つ
い
て
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

異
議
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
了
承
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 

住

民

課

長 

住
民
課
長
（
中
川
一
也
） 

先
ほ
ど
の
保
留
し
て
お
り
ま
し
た
答
弁
に
つ
き
ま
し
て
、
ご
説
明
い
た
し
ま
す
。 

 

モ
デ
ル
事
業
の
連
合
会
の
支
出
金
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
特
定
財
源
と
い
う
こ
と
で
、
予
算
書
の
六
頁
の
八
款
・
保
健
事
業
費
の
『
補
正
額
の
財

源
内
訳
』
、
そ
の
他
の
財
源
に
「
九
十
万
円
」
と
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
一
般
財
源
の
方
を
「
三
十
八
万
三
千
円
」
に
、
減
額
の
財
源
組
替
を
さ

せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。 

 

歳
出
合
計
が
、
そ
う
し
ま
す
と
、
そ
の
他
の
欄
が
「
五
千
六
百
五
十
万
六
千
円
」
に
な
り
ま
し
て
、
一
般
財
源
が
「
マ
イ
ナ
ス
の
四
百
六
十
万

円
」
と
い
う
形
に
な
り
ま
す
。 

 

同
じ
く
十
二
頁
の
、
八
款
・
保
健
事
業
費
、
二
項
の
健
康
管
理
セ
ン
タ
ー
事
業
費
の
『
補
正
額
の
財
源
内
訳
』
の
欄
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の

他
の
財
源
の
と
こ
ろ
に
「
九
十
万
円
」
、
一
般
財
源
が
「
マ
イ
ナ
ス
の
三
十
八
万
三
千
円
」
、
合
計
の
欄
が
そ
の
他
の
欄
で
「
九
十
万
円
」
、
一

般
財
源
の
欄
が
「
マ
イ
ナ
ス
の
三
十
八
万
三
千
円
」
と
い
う
ふ
う
に
訂
正
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
、
何
か
討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
討
論
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
討
論
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
、
議
案
第
三
七
号
、
平
成
二
十
年
度
小
値
賀
町
国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
を
採
決
し
ま
す
。 

 

お
は
か
り
し
ま
す
。 

 

本
案
は
、
原
案
の
と
お
り
決
定
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 
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し
た
が
っ
て
、
議
案
第
三
七
号
、
平
成
二
十
年
度
小
値
賀
町
国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決

さ
れ
ま
し
た
。 

 

日
程
第
三
、
議
案
第
三
八
号
、
平
成
二
十
年
度
小
値
賀
町
老
人
保
健
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
を
議
題
と
し
ま
す
。 

 

本
案
に
つ
い
て
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

住

民

課

長 

住
民
課
長
（
中
川
一
也
） 

議
案
第
三
八
号
、
平
成
二
十
年
度
小
値
賀
町
老
人
保
健
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
に
つ
い
て
ご
説
明
い

た
し
ま
す
。 

 

こ
の
た
び
の
補
正
は
、
第
一
条
に
示
す
と
お
り
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
二
千
二
百
三
十
八
万
一
千
円
を
増
額
し
、
予
算
総
額
を
六
千
六
百
六
十

六
万
七
千
円
に
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

補
正
の
内
容
は
、
歳
入
で
は
、
国
県
支
出
金
の
精
算
交
付
額
及
び
繰
越
金
の
確
定
に
よ
る
も
の
、
歳
出
で
は
、
医
療
費
給
付
費
に
不
足
が
生
じ

た
た
め
の
追
加
補
正
が
主
な
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

そ
れ
で
は
、
歳
入
歳
出
補
正
予
算
事
項
別
明
細
書
に
よ
り
、
歳
入
か
ら
順
次
ご
説
明
い
た
し
ま
す
。 

 

四
頁
を
お
開
き
く
だ
さ
い
。 

第
二
款
・
国
庫
支
出
金
、
一
項
・
国
庫
負
担
金
、
一
目
・
医
療
費
負
担
金
四
百
二
十
八
万
八
千
円
を
増
額
し
、
国
庫
負
担
金
の
総
額
を
一
千
八

百
九
十
六
万
七
千
円
と
い
た
し
ま
し
た
。 

第
三
款
・
県
支
出
金
、
一
項
・
県
負
担
金
、
一
目
・
医
療
費
負
担
金
百
十
八
万
九
千
円
を
増
額
し
、
県
負
担
金
の
総
額
を
四
百
八
十
五
万
九
千

円
と
い
た
し
ま
し
た
。 

 

第
五
款
、
一
項
、
一
目
・
繰
越
金
一
千
六
百
九
十
万
四
千
円
を
増
額
し
、
繰
越
金
の
総
額
を
一
千
九
百
九
十
万
四
千
円
と
い
た
し
ま
し
た
。 

 

次
に
、
歳
出
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

五
頁
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

第
一
款
・
総
務
費
、
一
項
・
総
務
管
理
費
、
一
目
・
一
般
管
理
費
、
十
三
節
・
委
託
料
十
三
万
円
を
増
額
し
、
補
正
後
の
総
務
管
理
費
の
額
を

二
十
一
万
七
千
円
と
い
た
し
ま
し
た
。 

第
二
款
、
一
項
・
医
療
諸
費
、
一
目
・
医
療
給
付
費
を
九
百
九
十
七
万
円
増
額
し
、
補
正
後
の
医
療
諸
費
の
総
額
を
五
千
四
百
十
六
万
七
千
円
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と
い
た
し
ま
し
た
。 

第
三
款
・
諸
支
出
金
、
一
項
、
一
目
・
償
還
金
、
二
十
三
節
・
償
還
金
、
利
子
及
び
割
引
料
三
十
万
八
千
円
は
、
前
年
度
医
療
費
交
付
金
の
精

算
返
還
分
で
、
補
正
後
の
償
還
金
を
三
十
万
九
千
円
と
い
た
し
ま
し
た
。
同
じ
く
二
項
・
繰
出
金
、
一
目
・
一
般
会
計
繰
出
金
は
、
前
年
度
精
算

に
伴
う
も
の
で
、
一
千
百
九
十
七
万
三
千
円
を
補
正
し
、
補
正
後
の
繰
出
金
の
総
額
を
一
千
百
九
十
七
万
四
千
円
と
い
た
し
ま
し
た
。 

 

以
上
、
補
正
予
算
の
概
要
を
ご
説
明
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
よ
ろ
し
く
ご
審
議
の
上
、
ご
承
認
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

こ
れ
で
提
案
理
由
の
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
質
疑
を
行
い
ま
す
。 

 

第
一
表
『
歳
入
歳
出
予
算
補
正
』
に
つ
い
て
、
歳
入
か
ら
順
番
に
款
を
追
っ
て
ご
質
疑
願
い
ま
す
。 

 

第
二
款
・
国
庫
支
出

金 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

第
三
款
・
県

支

出

金 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

第
五
款
・
繰

越

金 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

歳
出
に
移
り
ま
す
。 

 

第
一
款
・
総

務

費 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

第
二
款
・
医

療

諸

費 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

第
三
款
・
諸

支

出

金 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

こ
れ
か
ら
歳
入
歳
出
全
般
に
つ
い
て
、
ご
質
疑
願
い
ま
す
。 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 
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議
長
（
横
山
弘
藏
） 

質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
こ
れ
で
質
疑
を
終
わ
り
ま
す
。 

 
こ
れ
か
ら
討
論
を
行
い
ま
す
。 

討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
討
論
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
討
論
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
、
議
案
第
三
八
号
、
平
成
二
十
年
度
小
値
賀
町
老
人
保
健
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
を
採
決
し
ま
す
。 

 

お
は
か
り
し
ま
す
。 

 

本
案
は
、
原
案
の
と
お
り
決
定
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
議
案
第
三
八
号
、
平
成
二
十
年
度
小
値
賀
町
老
人
保
健
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ

ま
し
た
。 

 

日
程
第
四
、
議
案
第
三
九
号
、
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
を
議
題
と
し
ま
す
。 

 

本
件
に
つ
い
て
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

建

設

課

長 

建
設
課
長
（
中
村
敏
章
） 

議
案
第
三
九
号
に
つ
い
て
ご
説
明
い
た
し
ま
す
。 

 

柳
漁
港
地
域
水
産
物
供
給
基
盤
整
備
工
事
に
係
る
今
回
の
工
事
入
札
は
、
六
月
十
六
日
に
入
札
を
行
い
、
門
田
建
設
株
式
会
社
が
落
札
し
、
入

札
書
記
載
金
額
一
億
二
千
七
百
八
十
八
万
円
に
消
費
税
を
加
算
し
た
金
額
一
億
三
千
四
百
二
十
七
万
四
千
円
で
契
約
を
締
結
し
た
い
と
思
い
ま

す
の
で
、
地
方
自
治
法
第
九
十
六
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
及
び
小
値
賀
町
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き
契
約
及
び
財
産
の
取
得
又
は
処
分
に
関
す

る
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
ご
提
案
申
し
上
げ
ま
す
。 

工
事
の
概
要
を
ご
説
明
い
た
し
ま
す
。 
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前
年
度
よ
り
着
手
し
て
お
り
ま
し
た
、
護
岸
改
良
工
事
の
残
工
事
十
二
・
八
メ
ー
ト
ル
と
北
防
波
堤
二
十
・
五
メ
ー
ト
ル
を
改
良
す
る
も
の
で

ご
ざ
い
ま
す
。 

本
工
事
の
完
成
に
よ
り
、
計
画
し
て
お
り
ま
し
た
外
郭
工
事
は
竣
工
と
な
り
ま
す
。
外
郭
施
設
の
整
備
に
よ
り
、
港
内
静
穏
度
が
確
保
さ
れ
、

漁
業
の
振
興
に
寄
与
出
来
る
と
思
わ
れ
ま
す
。 

 

な
お
、
本
件
に
か
か
る
工
期
は
、
二
百
七
十
日
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。 

 

以
上
で
提
案
理
由
の
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

よ
ろ
し
く
ご
審
議
の
上
、
ご
承
認
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 
こ
れ
で
提
案
理
由
の
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
質
疑
を
行
い
ま
す
。 

 

質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
質
疑
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
討
論
を
行
い
ま
す
。 

討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
討
論
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
討
論
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
、
議
案
第
三
九
号
、
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
を
採
決
し
ま
す
。 

 

お
は
か
り
し
ま
す
。 

 

本
件
は
、
原
案
の
と
お
り
決
定
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 
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し
た
が
っ
て
、
議
案
第
三
九
号
、
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

 
日
程
第
五
、
議
案
第
五
号
、
小
値
賀
町
出
生
祝
金
支
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
を
議
題
と
し
ま
す
。 

 

議
案
第
五
号
、
小
値
賀
町
出
生
祝
金
支
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
に
つ
い
て
は
、
総
務
文
教
厚
生
常
任
委
員
会
に
審
査
を
付
託
し
て

お
り
ま
し
た
の
で
、
総
務
文
教
厚
生
常
任
委
員
会
委
員
長
に
報
告
を
求
め
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 

総
務
文
教
厚
生
常
任
委
員
会
委
員
長 

総
務
文
教
厚
生
常
任
委
員
会
委
員
長
（
小
辻
隆
治
郎
） 

本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
事
件
に
つ
い
て
、
審
査
の
結
果
を
会
議
規
則
第
四
十
一
条
の

規
定
に
よ
り
、
報
告
し
ま
す
。 

一
、
委
員
会
を
開
い
た
年
月
日
及
び
場
所
。 

二
、
出
席
し
た
委
員
の
氏
名
。 

三
、
欠
席
し
た
委
員
の
氏
名
。 

四
、
出
席
し
た
委
員
外
議
員
の
氏
名
。 

五
、
説
明
の
た
め
出
席
し
た
者
。 

六
、
職
務
の
た
め
出
席
し
た
者
に
つ
き
ま
し
て
は
、
報
告
書
に
記
載
の
と
お
り
で
す
。 

七
、
付
託
を
受
け
た
事
件
の
件
名
及
び
八
、
会
議
に
付
し
た
事
件
の
件
名
は
、
議
案
第
五
号
、
小
値
賀
町
出
生
祝
金
支
給
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
案
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。 

審
議
の
経
過
及
び
結
果
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

本
委
員
会
は
、
五
月
十
二
日
、
五
月
二
十
七
日
及
び
六
月
九
日
の
三
回
会
議
を
開
き
、
付
託
さ
れ
た
議
案
第
五
号
、
小
値
賀
町
出
生
祝
金
支
給

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
に
つ
い
て
審
議
を
重
ね
ま
し
た
。 

そ
の
結
果
、
議
案
第
五
号
、
小
値
賀
町
出
生
祝
金
支
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
に
つ
い
て
は
、
別
紙
の
と
お
り
、
修
正
可
決
す
べ
き

も
の
と
決
し
ま
し
た
。 

今
回
、
三
回
の
委
員
会
を
開
催
し
ま
し
た
が
、
本
条
例
は
、
捉
え
方
が
人
そ
れ
ぞ
れ
で
大
き
く
異
な
る
面
を
も
っ
て
お
り
、
本
委
員
会
で
も
い

ろ
い
ろ
と
意
見
が
分
か
れ
ま
し
た
。 

委
員
の
間
で
共
通
し
て
改
正
す
べ
き
で
は
と
い
う
こ
と
で
、
本
条
例
の
第
二
条
第
一
項
の
「
五
年
以
上
住
所
を
有
す
る
者
」
の
、
「
五
年
以
上
」
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と
い
う
制
限
が
議
論
の
対
象
と
な
り
、
こ
の
条
文
に
つ
い
て
の
意
見
の
交
換
・
審
議
を
行
い
、
そ
の
結
果
、
町
内
で
の
各
職
域
や
今
後
の
出
生
状

況
を
協
議
し
、
ま
た
、
出
生
祝
金
支
給
条
例
の
制
定
の
趣
旨
か
ら
も
、
こ
の
「
五
年
以
上
住
所
を
有
す
る
者
」
の
「
五
年
以
上
」
と
い
う
制
限
を

撤
廃
す
る
こ
と
を
、
ま
た
、
そ
れ
に
関
連
す
る
第
二
条
三
項
と
、
第
三
条
第
二
項
を
併
せ
て
削
除
す
る
こ
と
を
、
本
委
員
会
と
し
て
修
正
可
決
い

た
し
ま
し
た
。 

な
お
、
附
則
に
つ
い
て
は
、
原
案
ど
お
り
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
を
可
決
い
た
し
て
お
り
ま
す
。 

少
子
化
が
進
む
中
で
、
安
心
し
て
子
ど
も
を
産
む
こ
と
が
で
き
る
生
活
環
境
を
、
よ
り
整
備
・
充
実
さ
せ
、
少
し
で
も
多
く
の
『
お
ぢ
か
っ
子
』

が
誕
生
す
る
よ
う
、
こ
の
条
例
が
そ
の
よ
う
な
環
境
づ
く
り
の
一
助
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
お
り
ま
す
。 

以
上
、
総
務
文
教
厚
生
常
任
委
員
会
審
査
結
果
報
告
を
終
わ
り
ま
す
。 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

こ
れ
で
報
告
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
質
疑
を
行
い
ま
す
。 

 

質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
質
疑
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
討
論
を
行
い
ま
す
。 

 

討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

岩

坪

議

員 

六
番
（
岩
坪
義
光
） 

私
は
、
議
案
第
五
号
、
小
値
賀
町
出
生
祝
金
支
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
に
つ
い
て
、
委
員
長
報
告
の
と
お
り
、

賛
成
す
る
者
で
あ
り
ま
す
。 

 

こ
の
条
例
の
目
的
は
、
小
値
賀
町
の
時
代
を
担
う
児
童
の
確
保
を
図
る
た
め
、
そ
の
出
生
を
祝
福
し
て
、
家
庭
に
お
け
る
生
活
の
安
定
に
寄
与

す
る
と
と
も
に
、
児
童
の
健
全
育
成
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。 

 

条
例
の
趣
旨
か
ら
も
、
「
五
年
以
上
」
と
い
う
制
限
を
撤
廃
す
る
こ
と
で
、
町
民
で
住
所
を
有
す
る
者
で
あ
れ
ば
、
出
生
祝
金
が
支
給
さ
れ
ま

す
。
こ
の
こ
と
で
条
例
の
目
的
が
達
せ
ら
れ
、
出
生
が
多
く
な
る
こ
と
は
、
全
町
民
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。 

 

よ
っ
て
、
こ
の
条
例
案
に
賛
成
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 
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以
上
、
終
わ
り
ま
す
。 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

ほ
か
に
討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

立

石

議

員 
八
番
（
立
石
隆
教
） 

私
も
、
こ
の
小
値
賀
町
出
生
祝
金
支
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
の
、
総
務
文
教
厚
生
常
任
委
員
会
の
修
正
案
を

賛
成
す
る
者
で
あ
り
ま
す
。 

 

目
的
で
あ
る
小
値
賀
町
に
お
い
て
、
小
値
賀
の
人
口
を
増
や
そ
う
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
確
た
る
も
の
に
す
る
た
め
に
は
、
「
あ

る
程
度
の
住
所
の
五
年
間
ぐ
ら
い
は
住
ん
で
る
と
い
う
条
件
が
必
要
で
は
な
い
か
。
」
と
い
う
意
見
も
尤
も
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
仮
に
、
小
値
賀

に
お
い
て
出
生
祝
金
を
も
ら
い
な
が
ら
、
結
果
的
に
は
住
も
う
と
思
っ
た
け
れ
ど
も
、
よ
そ
に
出
て
行
く
と
い
う
場
合
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ

れ
は
本
町
に
お
い
て
は
少
し
ロ
ス
に
な
る
と
い
う
考
え
方
は
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
、
そ
れ
で
も
、
こ
の
出
生
祝
金
が
き
っ
か
け
に
な
っ
て
、
一

人
で
も
多
く
子
ど
も
を
産
も
う
と
い
う
気
持
ち
に
な
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
日
本
国
全
体
の
少
子
化
の
問
題
に
対
し
て
、
我
々
は
少
し
で
も
貢
献

を
し
た
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
の
で
は
な
い
か
と
、
そ
う
い
う
広
い
意
味
に
お
い
て
は
、
私
は
我
々
の
こ
う
い
う
条
例
が
貢
献
を
す
る
と
い
う
こ

と
も
考
え
に
入
れ
る
と
、
こ
の
「
五
年
以
上
」
と
い
う
文
言
を
削
除
し
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
大
変
評
価
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

よ
っ
て
、
私
は
こ
の
案
に
賛
成
を
い
た
し
ま
す
。 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

ほ
か
に
討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
討
論
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
討
論
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
、
議
案
第
五
号
、
小
値
賀
町
出
生
祝
金
支
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
を
採
決
し
ま
す
。 

 

こ
の
表
決
は
、
起
立
に
よ
っ
て
行
い
ま
す
。 

 

委
員
長
報
告
は
、
『
修
正
可
決
』
で
す
。 

 

委
員
長
報
告
の
と
お
り
、
決
定
す
る
こ
と
に
賛
成
の
方
は
、
起
立
願
い
ま
す
。 

（
賛
成
者
起
立
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

起
立
全
員
で
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
議
案
第
五
号
、
小
値
賀
町
出
生
祝
金
支
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
は
、
委
員
長
報
告
の
と
お
り
、
修
正
可
決
さ
れ
ま
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し
た
。 

 
日
程
第
六
、
小
値
賀
町
農
業
委
員
会
委
員
の
推
薦
に
つ
い
て
を
議
題
と
し
ま
す
。 

 

お
は
か
り
し
ま
す
。 

 

議
会
推
薦
に
よ
る
農
業
委
員
は
一
名
と
し
、
松
山
多
作
さ
ん
を
推
薦
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
近
藤
一
輝
） 
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
議
会
推
薦
に
よ
る
農
業
委
員
は
、
一
名
と
し
、
松
山
多
作
さ
ん
を
推
薦
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。 

 

日
程
第
七
、
発
議
第
六
号
、
教
育
予
算
の
充
実
、
次
期
教
職
員
定
数
改
善
と
未
来
を
担
う
子
ど
も
た
ち
の
教
育
を
守
る
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度

の
堅
持
を
求
め
る
意
見
書
案
を
議
題
と
し
ま
す
。 

 

本
案
に
つ
い
て
趣
旨
説
明
を
求
め
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小

辻

議

員 

四
番
（
小
辻
隆
治
郎
） 

小
値
賀
町
議
会
会
議
規
則
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
提
出
し
ま
す
。 

 

二
項
目
に
つ
い
て
、
意
見
書
案
を
提
案
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

一
つ
、
義
務
制
第
八
次
、
高
校
第
七
次
教
職
員
定
数
改
善
を
進
め
、
学
校
現
場
に
必
要
な
教
職
員
の
人
員
、
人
材
を
確
保
す
る
こ
と
。 

 

二
つ
、
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度
に
つ
い
て
は
、
国
の
負
担
率
を
二
分
の
一
に
復
元
す
る
こ
と
を
含
め
、
制
度
を
堅
持
す
る
こ
と
。 

 

こ
の
二
つ
で
あ
り
ま
す
。 

思
う
に
、
子
ど
も
た
ち
に
豊
か
な
教
育
を
保
障
す
る
こ
と
は
、
社
会
基
盤
づ
く
り
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
こ
と
で
す
。
子
ど
も
た
ち
の
健
全

育
成
を
目
指
す
豊
か
な
教
育
を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
は
、
子
ど
も
た
ち
の
教
育
環
境
の
整
備
を
一
層
進
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

と
こ
ろ
が
、
平
成
十
八
年
度
に
お
い
て
、
義
務
教
育
国
庫
負
担
制
度
は
堅
持
さ
れ
た
も
の
の
、
義
務
教
育
費
の
国
負
担
率
は
、
二
分
の
一
か
ら

三
分
の
一
へ
と
減
ぜ
ら
れ
、
減
額
分
が
措
置
さ
れ
た
地
方
交
付
税
は
、
平
成
十
七
年
度
比
八
・
八
％
と
減
ら
さ
れ
た
ま
ま
で
、
県
、
市
町
へ
の
し

わ
寄
せ
は
相
変
わ
ら
ず
で
あ
り
ま
す
。 
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ま
た
、
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
検
討
を
行
う
と
の
報
告
も
な
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
義
務
教
育
の
学
校

教
育
は
勿
論
の
こ
と
、
高
等
教
育
に
も
配
慮
し
た
必
要
な
教
職
員
の
人
員
、
人
材
の
確
保
、
ま
た
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度
の
堅
持
、
国
の
負

担
率
二
分
の
一
へ
の
復
元
は
、
子
ど
も
た
ち
が
ど
こ
に
生
ま
れ
育
っ
た
と
し
て
も
、
等
し
く
良
質
な
教
育
が
受
け
ら
れ
る
と
い
う
、
憲
法
の
趣
旨

に
も
添
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

以
上
の
理
由
で
、
意
見
書
案
を
提
出
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

こ
れ
で
趣
旨
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
質
疑
を
行
い
ま
す
。 

 

質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
質
疑
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
討
論
を
行
い
ま
す
。 

 

ま
ず
、
原
案
に
反
対
者
の
発
言
を
許
し
ま
す
。 

（「
反
対
討
論
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

反
対
討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。 

次
に
、
原
案
に
賛
成
者
の
発
言
を
許
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

浦

 

議

員 

五
番
（
浦 

英
明
） 

私
は
、
発
議
第
六
号
、
教
育
予
算
の
充
実
、
次
期
教
職
員
定
数
改
善
と
未
来
を
担
う
子
ど
も
た
ち
の
教
育
を
守
る
義
務
教

育
費
国
庫
負
担
制
度
の
堅
持
を
求
め
る
意
見
書
案
に
つ
い
て
、
賛
成
す
る
者
で
あ
り
ま
す
。 

 

当
町
で
は
、
今
年
度
か
ら
小
中
高
一
貫
教
育
が
本
格
的
に
実
施
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

 

そ
の
内
容
は
、
異
校
種
間
の
相
互
乗
り
入
れ
授
業
や
、
Ｔ
Ｔ
制
の
二
人
体
制
度
等
が
あ
り
ま
す
。 

 

し
か
し
、
こ
の
制
度
は
少
子
化
に
伴
い
、
先
生
方
も
少
な
く
な
る
状
況
の
中
で
の
、
苦
肉
の
策
で
も
あ
り
ま
す
の
で
、
先
生
方
に
過
度
の
負
担

を
強
い
る
と
い
う
側
面
も
あ
り
、
将
来
的
に
難
し
い
要
素
を
は
ら
ん
で
お
り
ま
す
。 

 

言
い
換
え
れ
ば
、
先
生
方
が
当
初
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
如
何
に
継
続
し
て
い
け
る
か
が
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
だ
と
考
え
ま
す
。 
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ま
た
、
学
校
現
場
に
必
要
な
人
員
、
人
材
を
配
置
す
る
こ
と
、
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
の
堅
持
は
も
と
よ
り
、
国
の
負
担
率
を
上
げ
る
こ
と
は
、

我
々
離
島
に
住
む
者
に
と
っ
て
も
、
切
実
な
要
求
だ
と
考
え
ま
す
。 

 
し
た
が
っ
て
、
教
育
予
算
の
充
実
、
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度
の
堅
持
を
強
く
要
望
し
、
本
意
見
書
案
に
賛
成
い
た
し
ま
す
。 

 

以
上
、
討
論
を
終
わ
り
ま
す
。 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

ほ
か
に
討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（「
討
論
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 
討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。 

こ
れ
で
討
論
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
、
発
議
第
六
号
、
教
育
予
算
の
充
実
、
次
期
教
職
員
定
数
改
善
と
未
来
を
担
う
子
ど
も
た
ち
の
教
育
を
守
る
義
務
教
育
費
国
庫
負
担

制
度
の
堅
持
を
求
め
る
意
見
書
案
を
採
決
し
ま
す
。 

 

お
は
か
り
し
ま
す
。 

 

本
案
は
、
原
案
の
と
お
り
決
定
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
発
議
第
六
号
、
教
育
予
算
の
充
実
、
次
期
教
職
員
定
数
改
善
と
未
来
を
担
う
子
ど
も
た
ち
の
教
育
を
守
る
義
務
教
育
費
国
庫
負

担
制
度
の
堅
持
を
求
め
る
意
見
書
案
は
、
原
案
の
と
お
り
決
定
さ
れ
ま
し
た
。 

 

お
は
か
り
し
ま
す
。 

 

た
だ
い
ま
決
定
さ
れ
ま
し
た
案
件
に
つ
き
ま
し
て
は
、
会
議
規
則
第
四
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
字
句
・
数
字
、
そ
の
他
の
整
理
を
要
す
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
整
理
を
議
長
に
委
任
さ
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
字
句
・
数
字
、
そ
の
他
の
整
理
は
、
議
長
に
委
任
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。 
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な
お
、
こ
の
意
見
書
は
、
内
閣
総
理
大
臣
・
総
務
大
臣
・
財
務
大
臣
・
文
部
科
学
大
臣
へ
そ
れ
ぞ
れ
送
付
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。 

 
日
程
第
八
、
発
議
第
七
号
、
漁
業
用
燃
油
価
格
の
高
騰
対
策
に
関
す
る
意
見
書
案
を
議
題
と
し
ま
す
。 

本
案
に
つ
い
て
趣
旨
説
明
を
求
め
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

加

山

議

員 

二
番
（
加
山
雅
徳
） 

小
値
賀
町
議
会
会
議
規
則
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
本
案
を
提
出
い
た
し
ま
す
。 

 

漁
業
用
燃
油
価
格
の
高
騰
対
策
に
関
す
る
意
見
書
案
に
つ
い
て
、
提
案
の
理
由
を
申
し
上
げ
、
議
員
各
位
の
賛
同
を
お
願
い
す
る
も
の
で
あ
り

ま
す
。 

 

本
町
の
漁
業
は
重
要
な
基
幹
産
業
で
あ
り
、
国
内
に
お
け
る
水
産
物
の
安
定
供
給
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
ま
す
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
水
産
物
価
格
の
低
迷
が
続
き
、
漁
業
者
の
コ
ス
ト
削
減
努
力
に
も
関
わ
ら
ず
、
漁
業
経
営
が
好
転
す
る
兆
し
が
な
い
中
で
、

昨
今
の
原
油
価
格
の
高
騰
に
伴
う
漁
業
用
燃
油
価
格
の
急
騰
は
、
逼
迫
し
た
漁
業
経
営
に
追
い
討
ち
を
か
け
、
こ
の
ま
ま
放
置
す
れ
ば
、
特
に
漁

船
漁
業
は
、
危
機
的
状
況
に
陥
る
と
思
わ
れ
ま
す
。 

 

特
に
本
町
は
外
海
離
島
で
あ
り
、
輸
送
に
も
ハ
ン
デ
ィ
が
あ
り
、
漁
業
の
低
迷
は
島
内
全
体
の
生
活
維
持
に
大
き
な
影
響
が
あ
り
、
死
活
問
題

で
あ
り
ま
す
。 

 

漁
業
者
が
安
心
し
て
日
常
生
活
を
送
り
、
ま
た
漁
業
を
継
続
し
て
い
く
た
め
に
は
、
燃
油
価
格
の
低
減
化
は
本
町
の
当
面
す
る
緊
急
課
題
で
あ

る
と
考
え
ま
す
の
で
、
別
紙
、
意
見
書
案
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

よ
ろ
し
く
ご
審
議
の
上
、
ご
賛
同
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

こ
れ
で
趣
旨
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
質
疑
を
行
い
ま
す
。 

 

質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
質
疑
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
討
論
を
行
い
ま
す
。 
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ま
ず
、
原
案
に
反
対
者
の
発
言
を
許
し
ま
す
。 

（「
反
対
討
論
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

反
対
討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。 

次
に
、
原
案
に
賛
成
者
の
発
言
を
許
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

立

石

議

員 

八
番
（
立
石
隆
教
） 

私
は
、
本
意
見
書
案
に
賛
成
の
立
場
か
ら
討
論
を
い
た
し
ま
す
。 

 

本
町
の
基
幹
産
業
で
あ
り
、
昔
か
ら
小
値
賀
の
経
済
を
支
え
る
重
要
な
産
業
で
あ
る
漁
業
は
、
近
年
の
魚
価
の
低
迷
や
磯
や
け
問
題
な
ど
、
甚

だ
厳
し
い
環
境
に
あ
り
、
低
迷
を
続
け
て
お
り
ま
す
。
漁
業
者
の
懸
命
な
コ
ス
ト
縮
減
努
力
が
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
基
本
的
な
生
活
そ
の
も

の
を
維
持
す
る
こ
と
す
ら
、
難
し
い
方
々
の
声
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。 

こ
う
し
た
厳
し
い
環
境
に
加
え
て
、
平
成
十
六
年
以
降
の
原
油
価
格
の
高
騰
に
伴
う
漁
業
用
燃
油
価
格
の
高
騰
に
よ
り
、
漁
業
経
営
は
ま
す
ま

す
難
し
く
、
生
活
を
脅
か
す
と
こ
ろ
ま
で
来
て
お
り
ま
す
。
こ
う
し
た
状
況
も
容
認
し
が
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
の
に
、
更
に
、
特
に
こ
こ
二
ヶ
月

間
の
急
激
な
燃
油
の
高
騰
は
、
逼
迫
し
た
漁
業
経
営
に
追
い
討
ち
を
か
け
、
生
業
を
失
い
か
ね
な
い
深
刻
な
事
態
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

も
と
よ
り
、
漁
船
漁
業
は
、
水
揚
げ
高
に
お
け
る
燃
料
費
の
比
率
が
高
く
、
燃
油
高
騰
の
影
響
を
受
け
や
す
い
と
い
う
構
造
的
な
問
題
を
抱
え

て
お
り
ま
す
。
本
町
の
漁
業
者
に
と
っ
て
は
、
既
に
自
助
努
力
の
範
疇
を
大
き
く
超
え
て
い
る
状
況
に
あ
り
、
こ
の
ま
ま
放
置
す
る
と
、
出
漁
の

見
合
わ
せ
は
言
う
に
及
ば
ず
、
廃
業
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
漁
業
の
存
続
す
ら
危
ぶ
ま
れ
る
と
の
懸
念
を
強
く
抱
い
て
お
り
ま
す
。 

本
町
と
し
て
も
、
年
越
し
の
た
め
の
後
押
し
や
、
燃
油
代
の
補
助
な
ど
を
単
独
で
行
っ
て
お
り
ま
す
が
、
町
単
独
で
対
策
を
講
じ
る
範
囲
を
大

き
く
超
え
る
事
態
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

よ
っ
て
、
直
面
す
る
燃
油
価
格
の
高
騰
と
い
う
危
機
的
状
況
を
漁
業
者
が
乗
り
越
え
ら
れ
る
よ
う
、
緊
急
対
策
を
講
じ
る
こ
と
を
、
国
に
強
く

要
望
す
る
こ
の
意
見
書
案
に
賛
成
い
た
し
ま
す
。 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

ほ
か
に
討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（「
討
論
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。 

こ
れ
で
討
論
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
、
発
議
第
七
号
、
漁
業
用
燃
油
価
格
の
高
騰
対
策
に
関
す
る
意
見
書
案
を
採
決
し
ま
す
。 
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お
は
か
り
し
ま
す
。 

 
本
案
は
、
原
案
の
と
お
り
決
定
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
発
議
第
七
号
、
漁
業
用
燃
油
価
格
の
高
騰
対
策
に
関
す
る
意
見
書
案
は
、
原
案
の
と
お
り
決
定
さ
れ
ま
し
た
。 

 

お
は
か
り
し
ま
す
。 

 

た
だ
い
ま
決
定
さ
れ
ま
し
た
案
件
に
つ
き
ま
し
て
は
、
会
議
規
則
第
四
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
字
句
・
数
字
、
そ
の
他
の
整
理
を
要
す
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
整
理
を
議
長
に
委
任
さ
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
字
句
・
数
字
、
そ
の
他
の
整
理
は
、
議
長
に
委
任
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。 

 

な
お
、
こ
の
意
見
書
は
、
衆
議
院
議
長
・
参
議
院
議
長
・
内
閣
総
理
大
臣
・
財
務
大
臣
・
農
林
水
産
大
臣
へ
そ
れ
ぞ
れ
送
付
す
る
こ
と
に
い
た

し
ま
す
。 

 

日
程
第
九
、
総
務
文
教
厚
生
常
任
委
員
会
の
閉
会
中
の
継
続
調
査
（
審
査
）
に
つ
い
て
を
議
題
と
し
ま
す
。 

 

総
務
文
教
厚
生
常
任
委
員
会
委
員
長
か
ら
、
会
議
規
則
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
お
手
元
に
配
り
ま
し
た
委
員
会
の
特
定
事
件
調
査
事

項
に
つ
い
て
閉
会
中
の
継
続
調
査
・
審
査
の
申
し
出
が
あ
り
ま
す
。 

 

お
は
か
り
し
ま
す
。 

 

総
務
文
教
厚
生
常
任
委
員
会
委
員
長
か
ら
申
し
出
の
と
お
り
、
閉
会
中
の
継
続
調
査
・
審
査
と
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
総
務
文
教
厚
生
常
任
委
員
会
委
員
長
か
ら
申
し
出
の
と
お
り
、
閉
会
中
の
継
続
調
査
・
審
査
と
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。 
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日
程
第
十
、
産
業
建
設
常
任
委
員
会
の
閉
会
中
の
継
続
調
査
・
審
査
に
つ
い
て
を
議
題
と
し
ま
す
。 

 
産
業
建
設
常
任
委
員
会
委
員
長
か
ら
、
会
議
規
則
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
お
手
元
に
配
り
ま
し
た
委
員
会
の
特
定
事
件
調
査
事
項
に

つ
い
て
閉
会
中
の
継
続
調
査
・
審
査
の
申
し
出
が
あ
り
ま
す
。 

 

お
は
か
り
し
ま
す
。 

 

産
業
建
設
常
任
委
員
会
委
員
長
か
ら
申
し
出
の
と
お
り
、
閉
会
中
の
継
続
調
査
・
審
査
と
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
産
業
建
設
常
任
委
員
会
委
員
長
か
ら
申
し
出
の
と
お
り
、
閉
会
中
の
継
続
調
査
・
審
査
と
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。 

 

日
程
第
十
一
、
広
報
常
任
委
員
会
の
閉
会
中
の
継
続
調
査
・
審
査
に
つ
い
て
を
議
題
と
し
ま
す
。 

 

広
報
常
任
委
員
会
委
員
長
か
ら
、
会
議
規
則
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
お
手
元
に
配
り
ま
し
た
委
員
会
の
特
定
事
件
調
査
事
項
に
つ
い

て
閉
会
中
の
継
続
調
査
・
審
査
の
申
し
出
が
あ
り
ま
す
。 

 

お
は
か
り
し
ま
す
。 

 

広
報
常
任
委
員
会
委
員
長
か
ら
申
し
出
の
と
お
り
、
閉
会
中
の
継
続
調
査
・
審
査
と
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
広
報
常
任
委
員
会
委
員
長
か
ら
申
し
出
の
と
お
り
、
閉
会
中
の
継
続
調
査
・
審
査
と
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。 

 

日
程
第
十
二
、
議
会
運
営
委
員
会
の
閉
会
中
の
継
続
調
査
・
審
査
に
つ
い
て
を
議
題
と
し
ま
す
。 

 

議
会
運
営
委
員
会
委
員
長
か
ら
、
会
議
規
則
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
お
手
元
に
配
り
ま
し
た
委
員
会
の
特
定
事
件
調
査
事
項
に
つ
い

て
閉
会
中
の
継
続
調
査
・
審
査
の
申
し
出
が
あ
り
ま
す
。 

 

お
は
か
り
し
ま
す
。 

 

議
会
運
営
委
員
会
委
員
長
か
ら
申
し
出
の
と
お
り
、
閉
会
中
の
継
続
調
査
・
審
査
と
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 
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（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
し
た
が
っ
て
、
議
会
運
営
委
員
会
委
員
長
か
ら
申
し
出
の
と
お
り
、
閉
会
中
の
継
続
調
査
・
審
査
と
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。 

 

日
程
第
十
三
、
議
員
派
遣
の
件
に
つ
い
て
を
議
題
と
し
ま
す
。 

 

お
手
元
に
配
布
の
と
お
り
、
六
月
定
例
会
以
降
の
長
崎
県
町
村
議
会
議
長
会
が
主
催
す
る
会
議
及
び
研
修
会
等
に
議
員
派
遣
を
行
い
た
い
と
思

い
ま
す
。 

 

ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
横
山
弘
藏
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
議
員
派
遣
の
件
に
つ
い
て
は
、
原
案
の
と
お
り
決
定
さ
れ
ま
し
た
。 

 

な
お
、
決
定
し
ま
し
た
本
件
に
つ
い
て
変
更
が
生
じ
た
場
合
の
取
扱
い
は
、
議
長
に
一
任
願
い
ま
す
。 

 

以
上
で
、
本
定
例
会
に
付
議
さ
れ
た
案
件
の
審
議
は
、
全
部
終
了
し
ま
し
た
。 

こ
れ
で
、
平
成
二
十
年
小
値
賀
町
議
会
第
二
回
定
例
会
を
閉
会
し
ま
す
。 

 

― 

午 

前 
 
 

十
一
時 

 

十
二
分 

 

閉 

会 

― 

 


